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農福連携による重層的就労支援システムの構築

畠 山 明 子・大 原 昌 明・杉 岡 直 人

要約
本研究は，農福連携の担い手に対する郵送アンケート調査結果の分析を踏まえて「居場所や交

流」の拠点から「就労支援」に至るまで重層的な共生型就労支援システムとしての可能性を検討
したものである。農福連携は，障害者や高齢者，ひきこもりの人々など，就労に困難を抱える多
様な人々を農業分野で受け止める取り組みである。調査結果からは，農福連携が多様な主体に
よって担われ，就労支援を中心としながらも，さまざまな福祉サービスとして展開されている一
方で，職員の知識・スキル不足，通年作業の確保，工賃の向上といった課題の一体的な解決の必
要性が明確になった。
農福連携の本質は，多様な働き方や居場所を提供し，地域における自立生活を支援する仕組み

を目指すものであり，ユニバーサル農園の理念と現場の実践との間に存在するギャップを埋め
る就労支援の構築が今後求められる。
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⚑．本稿の背景

農福連携をはじめとする就労支援の取り組み
は，障害者にとどまらず，高齢者やひきこもりの
人々を含めた多様な就労困難者へのアプローチと
なって展開されている。以前は，対象者ごとの縦
割り的な制度が中心であり，近年，主流となって
いる包括的な支援体制を標榜する政策理念とは異
なるものであった。
阿部（2021：2024）は障害者に対する就労支援

が先行し，ひとり親（母子家庭）や生活保護世帯
も同様に制度化されてきたことを指摘している。
最近になってワーキングプアやニート，（若年・中
高年の）ひきこもり等労働市場の変化に伴って立
ち現れてきた就労困難者の存在により，「就労に
向けた段階的な支援」が課題となってきた。「就
労に向けた段階的な支援」とは，「就労困難者の多

くは，就労以外の生活課題やコミュニケーション，
心身の健康，体力・体調などの問題を抱えており，
職業能力の習得だけでは就業には結び付きにく
い」（阿部 2024：169）ことがあるため，就労アセ
スメントを丁寧に行い，目指す目標や生かすこと
のできるスキルを見極めたマッチングが重要に
なってきたことを表している。
このような背景の下，就労に困難のある人たち

への支援に農業等の一次産業を取り入れ，連携す
る「農福連携」が登場している。農福連携は，障
害者が農業分野で活躍することで，生きがいや社
会参加を実現すると同時に，高齢化や担い手不足
が進む農業分野に新たな働き手を確保する取り組
みである。当初は農業の担い手確保と障害者の就
労支援が主な目的であったが，最近では活動の範
囲が広がっている。例えば，農業の範囲は畑やハ
ウスでの生産活動に加えて，水産業や林業にも拡
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大し，福祉側の担い手も障害者だけでなく，就労
困難者を包摂するという政策的課題に呼応するよ
うに，高齢者やひきこもりの状態にある人等も含
まれるようになった。
こうした農福連携の広がりを受け，地域共生社

会や重層的支援体制整備事業との関連で，多様な
生きづらさを抱える人々を受け入れる「ユニバー
サル農園」の開設を促進することで，高齢者やひ
きこもりの状態にある人々の社会参加や就労支援
の機会を広げる可能性を探り，地域共生社会にお
ける重層的支援体制の構築に関わるものとして，
政策的な後押しを受け，ダイナミックに農福連携
の推進体制が図られている。

⚒．本稿の目的および方法

本稿の目的は，昨今の多様な農福連携実践の実
際を明らかにするアンケート調査結果の分析を通
して，今後，農福連携をどのように捉え，推進し
ていくことが求められるのか，その課題を考察す
ることである。
本稿の方法は，農福連携の多様な実践に関する

先行研究レビューとアンケート調査による。また
本稿は，「星槎道都大学研究倫理審査規程」に基づ
き「科学研究費助成事業における採択研究上の倫
理審査」の手続きを受けて実施している。

⚓．先行研究レビュー─農福連携の多様化
に着目して

農福連携は実践を主体に広がってきたが，その
歴史は表⚑のように整理できる。畠山（2025）に
よると，第一世代（1960～1980 年代）は，福祉施
設が中心となり，農家への出向や施設内で農作業
を行う「施設外就労・請負」や施設自身が農地を
確保して活動する形態が主流であった。第二世代
（1990～2000 年代）では，農家が直接障害者を雇
用する「ユニバーサル農業」が登場したり，また，
特例子会社による自前の活動も登場している。
「ユニバーサル農業」とは，静岡県浜松市の京丸園
株式会社を中心とした，障害者の力を活かして農
業基盤を強くしていくことを目指した，農業側の
視点に基づく農福連携の一つの事例となっている
（鈴木 2023）。第三世代（2010～2020 年代）には，
高齢者（デイサービス利用者等）が農園活動や施
設内作業に参加するようになり，さらに，生活困
窮者，ひきこもり，触法者等，より多様な人々を
受け入れる実践も見られるようになった。そし
て，第四世代（2020 年代～）では，農福連携の枠
組みに含めるには議論が必要であるが，企業が農
園を運営して障害者を雇用する「農園型障害者雇
用」による障害者雇用の不正事例が取りざたされ，
2024 年に出された農園型障害者雇用問題研究会
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出典 畠山（2025：40）より転載

表 1 世代ごとにみる農福連携実践の特徴

第一世代（1960～1980 年代）
①福祉施設→農家に出向いて活動（施設外就労・請負，施設内での受注作業）
②（障害）福祉施設が農地を確保する等して自前で活動
第二世代（1990～2000 年代）
③農家が障害者を直接雇用（ユニバーサル農業の登場）
④特例子会社による自前の活動
第三世代（2010～2020 年代）
⑤高齢者（デイサービス等介護保険サービス利用者）が農園活動・施設内での作業
⑥第一，第二世代の実践の中で生活困窮者・ひきこもり・触法者等の受け入れ
第四世代（2020 年代～）
⑦企業が農園で障害者を雇用（農園型障害者雇用）
⑧ユニバーサル農園（制度サービスによらない多様な人たちの場）
⑨林業・水産業・加工業における障害者等就労の場の展開へ



による報告書ではその運用に警鐘が鳴らされてい
る（一般社団法人日本農福連携協会 2024）。また，
制度サービスに縛られないユニバーサル農園の登
場や林業，水産業，加工業等，農業以外の分野に
も就労の場が広がっている。
とりわけ，ユニバーサル農園は，近年，政策的

に位置付けられたことで，農福連携推進が加速化
している。当初，政策的には，2010 年の鳥取県「農
福連携モデル事業」が，障害者を農業従事者不足
の担い手として位置づけ，行政や民間組織が両者
を仲介するモデルを確立したことに端を発するよ
うに，農業者と福祉施設の仲介・マッチングを行
う方法が多くの都道府県で推進されてきた。農福
連携を推進する主な省庁は農林水産省と厚生労働
省であるが，2019 年⚖月には内閣府や法務省，文
部科学省等省庁横断の「農福連携等推進会議」が
発足し，認知度不足，参入の難しさ，広がりが見
えにくいといった課題解決のため「農福連携等推
進ビジョン」が策定されている。この間，農林水
産省農村振興局長・国土交通省都市局長（2022 年
⚒月 21 日）による「ユニバーサル農園の整備・利
用の推進について」という通知が各都道府県の民
生部・農政部宛てに出されている。ここでは，次
のように，幅広い世代を包摂し，さまざまな課題
解決につながることに触れている。
「ユニバーサル農園は，障害者，生活困窮者，ひ
きこもり，触法者その他の子どもから高齢者まで
の多世代・多属性の者に対して，農業体験活動を
通じた交流・参画する場を提供するとともに，予
防・リハビリ効果の発揮を通じた高齢者や障害者
の健康増進や生きがいづくり，癒しを提供する効
果の発揮を通じた精神的な不調を抱える若年層等
の精神的健康の確保，社会参画を促す効果等の発
揮を通じた生きづらさ・働きづらさを抱える者へ
の職業訓練の場の提供など，農業体験活動を通じ
て様々な社会的課題を解決するための取組であ
る。また，ユニバーサル農園での活動を通じ，障
害者等における農業現場での雇用・就労に対する
意欲の高まりや，農園で生産された農産物の子ど
も食堂やフードバンクへの提供といった食の支援

が期待され，さらには，多世代・多属性の者が農
業の持つ多面的な機能に触れることにより，その
価値が広く認知されるとともに，ユニバーサル農
園の整備・利用を推進することにより，農地の利
用の維持・拡大も期待されるものである。」
また，同年⚓月⚑日には，「重層的支援体制整備

事業と農林水産施策との連携について」で，「重層
的支援体制整備事業」の多機関協働事業，参加支
援事業，地域づくり事業において，農福連携を活
用することとされた。さらに，2024 年⚖月の「農
福連携等推進ビジョン（2024 改訂）」（以下，「改訂
ビジョン」とする）では「地域共生社会の実現」
を掲げ，地域での拡大，未来への継続，そして多
様な人々の絆を広げることを目指すとしている。
そして，改訂ビジョンにおいても，「障害者のみな
らず，生活困窮者，ひきこもりの状態にある者，
犯罪をした者等の子どもから高齢者までの世代や
障害の有無を超えた多様な者を対象として，農業
体験活動を通じた交流・参画の場を提供するとと
もに，高齢者や障害者等の健康増進や生きがいづ
くり，メンタルヘルスの問題を抱える者等の精神
的健康の確保，働きづらさや生きづらさを感じて
いる者への職業訓練・立ち直りの場の提供など，
農業体験活動を通じて多様な社会的課題の解決に
つながる場」（p13～14）としたうえで，ユニバー
サル農園の普及・拡大には，「重層的支援体制整備
事業」の活用が有効であることについて指摘して
いる。具体的には，市町村の民生部局と農林水産
部局が連携して，支援対象者やその家族に寄り添
いながら，ユニバーサル農園における農業体験や
農業での就労へのマッチングを行う取組を周知す
るというものである。
以上のように，農福連携が指すものは昨今幅広

くなっているが，それをさまざまな視点から分類
することによって，多様化の現状を捉えようとす
る研究が見られる。それらを分類すると，第一に，
取り組み主体，第二に，参加者（担い手），第三に，
実践内容から整理できる。ここでは，この三点の
視点に立つ先行研究を取り上げ，研究の到達点と
課題を明らかにする。
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⑴ 取り組み主体
農福連携に取り組む実施主体別に着目している

のは，濱田（2016）や吉田・里見・季刊『コトノ
ネ』編集部（2020）がある。濱田（2016）は，農
業サイド（農家，農業法人等），福祉サイド（NPO
法人，社会福祉法人等），企業サイド（特例子会社，
株式会社等），ソーシャルファーム（社会的企業）
等と整理している。また，吉田・里見・季刊『コ
トノネ』編集部（2020）は，施設外就労（障害者
が農家で手伝い），社会福祉法人等が自ら農業，農
業法人を立ち上げ，農家や農業法人が障害者雇用，
障害者就労支援施設を立ち上げ，企業が子会社設
置，園芸療法としている1)。濱田の分類は，農福
連携の黎明期において，誰が中心となって取り組
んでいるのか，その主体に着目した概念的な整理
となっている。この分類は，多様な取り組みを主
体別に整理することで，その特徴を捉えようとし
ているが，研究上，発展途上であった当時の状況
を反映しているといえる。一方，吉田・里見・季
刊『コトノネ』編集部は，より具体的な実践形態
に着目し，細分化している。特例子会社によるも
のにもみられるように，福祉や農業の専門家だけ
でなく，一般企業も重要な担い手として参入する
ことで，障害者雇用を推進するということと同時
に，実践として農福連携が多角的な形態へと進化
していることがわかる。

⑵ 参加者（担い手）
農福連携は，当初，障害者に親和性の高い取り

組みとして注目されてきた。それは，作業環境や
作業分解（切り出し）の工夫により，農業の一連
の作業に障害の特性が適合しやすく，高い作業能
力がみられることが指摘されてきたためである
（中本 2025 等)2)。それ以外にも，⑴の園芸療法
にもあるように，生産物の生育過程に携わること
で心身機能が高まり，リハビリテーション効果が
あり，従来から高齢者や心身障害者に向けて農作
業が取り入れられてきた（岡村 2025 等）ことに
表れている。その双方の効用をもって，農福連携
は誰にでも関わることができるものとして，昨今，

障害者，高齢者のみならず，参加者（担い手）が
広がってきている。

⑶ 実践内容
参加者が拡大すると同時に，実践内容（六次産

業と一次産業の深化）にも広がりが見られている。
六次産業については，当初は生産活動により，自
事業所や法人内で食材として活用するほか，地域
の産直市場で販売されていたが，より付加価値を
高める取り組みが促進され，自事業所で加工場を
整備したり，他業種との連携により，加工や販売
までを行う事業所も増えている。2019 年には障
害者が生産行程に携わった農産物や加工品を「ノ
ウフク JAS」（正式名称は，障害者が生産行程に
携わった食品及び観賞用の植物の農林規格）とし
て認証（2025 年⚓月末現在の認証件数は 83 件）
することで，農福連携による農産品の販売促進を
促し，生産者（障害者等）の給与（工賃）向上や
耕作地の活用，国産農産品の自給率向上，SDGs
の目標達成（「⚓ すべての人に健康と福祉を」「⚘
働きがいも経済成長も」を含む計⚖項目）等，社
会的なメリットを高める取り組みも進んでいる
（ノウフクWEBより）。また，一次産業として，
農業分野が中心であった取り組みから，林業や水
産業等，当地域の産業を担うという明確な目的の
もとで取り組んでいる事業所もある3)。
農福連携は，当初は障害者の就労支援と農業の

担い手確保を主な目的として始まったが，現在は
その活動範囲が広がり，高齢者やひきこもりの状
態にある人等多様な人々が関わるようになった。
このような多様化が進む農福連携について，次章
では，参加者（担い手）の拡大が実践内容にどの
ような影響を与えているかを明らかにするために
実施したアンケート調査の結果をまとめている。

⚔．多様な担い手による農福連携の実践に
関するアンケート調査結果

本調査は，取り組み主体・参加者・実践の多様
化が進む農福連携について，参加者（担い手）の
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拡大が取り組み方に違いがある等，どのような実
態を生み出しているのかに着目し，全国の実践団
体のうち農林水産省の農福連携のサイトで単一の
障害種に限定されない対象者を受け入れている事
業所（例：知的障害者と精神障害者，知的障害者
と高齢者等）を対象としたアンケート調査を実施
したものである。調査項目については，過去に農
林水産省や NPO 法人日本セルプセンターが実施
したものと畠山・大原・杉岡（2023)4)をもとに，
上記の問題意識に関わる内容の整理を行い，設定
している。調査方法は，郵送調査およびインター
ネット調査を併用し，2025 年⚒～⚓月に配付・回
収を行った（配付数 105 のうち，回収数 74（回収
率 70.5％））。

⑴ 単純集計結果
①事業所の種別について（表⚒）
回答のうち，社会福祉法人と株式会社や有限会

社等の会社がそれぞれ 33.8％を占め，全体の約⚓
分の⚒を占めている。これは，農福連携が特定の
法人格に限定されず，様々な主体によって取り組
まれていることを読み取ることができる。その他
には，特例子会社，協同組合，任意団体，農業法
人等が記載されていた。

②提供している福祉サービスについて（表⚓）
農福連携は福祉サービス（就労支援やデイサー

ビス等）を通じて取り組まれている場合が多いが，
今回の調査結果では，多くが就労継続支援 B 型
（42.9％）と就労継続支援A型（21.4％）を提供

している。このことから，現在の農福連携は障害
のある人の就労支援を目的とした従来の取り組み
からスタートしている形態が中心であることがわ
かる。その他に記載されていたものは，地域活動
支援センター・認定就労訓練事業，刑務所出所者
の社会復帰支援，障害者支援施設，福祉ホーム，
放課後等デイサービス，地域活動支援センター，
共同生活援助・就労移行支援，生活介護・施設入
所，共同生活援助，生活介護，農業法人のため直
接雇用及び A 型からの業務委託受入れ，放課後
等デイサービス等があり，障害福祉サービスに限
定されない単一あるいは複数組み合わせた福祉
サービス等が提供されている。

③農福連携の取り組み方について（表⚔）
自事業所での活動が最も多く，58.9％を占めて

いる。一方で，農家等へ出向いての活動も 31.6％
あることは，農福連携の場の選択の可能性として，
自事業所のみでの活動（自前の畑を持つ場合ある
いは畑を借りている場合，あるいは，その両方），
自事業所での活動に加え，農家等へ出向いた施設
外就労活動の併用，そして，農家等へ出向く施設
外就労のみのパターンが考えられるが，複数の場
所で活動が行われていることがうかがえる。

④農福連携に関わる方について（障害等のある人）
（表⚕）
農福連携には，知的障害者（20.9％），精神障害

者（20.6％），発達障害者（15.2％），身体障害者
（13.5％）が主に携わり，これらの⚔障害で全体の⚗
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表 2 事業所の種別
⚑ 貴事業所の種別について，あてはまるものを 1つ選んでください。
⚑．社福法人 ⚒．医療法人 ⚓．ＮＰＯ法人 ⚔．一般社団・

財団法人
⚕．会社等 ⚖．地方自治体 ⚗．その他

25 2 10 7 25 0 5
33.8％ 2.7％ 13.5％ 9.5％ 33.8％ 0.0％ 6.8％

表 3 事業所の提供サービス（複数回答）
⚒ 貴事業所が提供している福祉サービスについて，あてはまる番号を選んでください（いくつでも）。
⚑．就労継続支援Ａ型 ⚒．就労継続支援Ｂ型 ⚓．通所介護 ⚔．その他 ⚕．該当なし

21 42 2 30 3
21.4％ 42.9％ 2.0％ 30.6％ 3.1％



割を超えている。これは，多様な障害等のある人々
が農福連携に参加していることを示している。な
お，4-1 の関連として，4-1 のうち最も人数が多い
障害種を尋ねているが，最も多いのは知的障害者，
次いで，精神障害者となっている。回答数（60）の
うちの平均人数は 18.7 人であった。

⑤複数の障害等のある人の受け入れ実績について
（表⚖）
より具体的に，一つの事業所でどれだけの障害

等のある人が農福連携に関わっているかについて
は，回答者の 81.4％が複数の障害等のある人を現
在も継続して受け入れていると回答している。こ
れは，農福連携が多様なニーズに対応できる受け
入れ体制が進み，さまざまな人たちが農福連携に
参加できる選択肢が広がっていると示唆される。

⑥一人あたりの平均月収入（工賃）について
（表⚗）
障害福祉サービスのうち，就労継続支援 A 型

は雇用契約に基づくサービス提供となることから
「収入」となる。それ以外については，「工賃」と
いう取り扱いになる。ここで農福連携に関わった
人たちが⚑か月に得ているそれらの平均の金額を
みると，最も多い月収帯は 30,000 円～50,000 円
以 内（24.6％）と 15,000 円～30,000 円 以 内
（23.2％）であった。一方で，100,000 円以上の回
答も 18.8％あり，ばらつきが出ている。

⑦生産・加工・販売について（表⚘）
回答者の 40.6％が「生産し販売している」と回

答している。また，「生産し加工して販売してい
る」事業所も 27.8％あり，単なる生産だけでなく，
付加価値をつけて販売まで行う取り組みも広く行
われていることが読み取れる。

⑧障害のある人等が担っている作業について
（表⚙）
この項目は，「農福連携技術支援者5)育成テキ

スト」（農林水産省）内の「農作業の流れ」（p105～
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表 4 農福連携の取り組み方（複数回答）
⚓ 農福連携の取り組み方について，あてはまる番号を選んでください（いくつでも）。
⚑．自事業所での活動 ⚒．施設外就労等 ⚓．特例子会社 ⚔．その他

56 30 3 6
58.9％ 31.6％ 3.2％ 6.3％

表 5 農福連携に関わる人（複数回答）
4-1 現在，農福連携に関わる方について，あてはまる番号を選んでください（いくつでも）。
⚑．身体 ⚒．知的 ⚓．精神 ⚔．発達 ⚕．高齢者 ⚖．難病等 ⚗．生困・生保

受給者等
⚘．ニート，
ひきこもり

⚙．刑務所
等出所者

10．ボラン
ティア

11．その他

40 62 61 45 23 11 18 12 12 11 1
13.5％ 20.9％ 20.6％ 15.2％ 7.8％ 3.7％ 6.1％ 4.1％ 4.1％ 3.7％ 0.3％

表 6 農福連携の対象者複数受け入れ
⚕ 4-1 の選択肢のうち，2つ以上に○がつく方々を受け入れた実績はありますか
（知的障害者と精神障害者，精神障害者と高齢者など）。あてはまる番号を 1つ選んでください。

⚑．現在も継続している ⚒．過去にあった ⚓．なし
57 5 8

81.4％ 7.1％ 11.4％

表 7 平均月収入（工賃）
⚖ 農福連携の作業に従事されている障害のある方等（障害のある方や高齢者の方等，単独の障害に限定されない方々
（「障害のある方等」とする）の一人あたりの平均月収入（工賃）について，あてはまる番号を 1つ選んでください。

⚑．～15,000 円以内 ⚒．15,000～
30,000 円以内

⚓．30,000～
50,000 円以内

⚔．50,000～
80,000 円以内

⚕．80,000～
100,000 円以内

⚖．100,000 円以上

5 16 17 11 7 13
7.2％ 23.2％ 24.6％ 15.9％ 10.1％ 18.8％



123）にある各作業のうち，これまでの調査研究か
ら浮き彫りになった農福連携において主に障害の
ある人等が担っているものを抽出した。その結
果，片づけ・清掃（11.3％），収穫（10.6％），袋
詰め・計量作業（10.4％）が主な作業として挙げ
られている。これらの作業は，比較的軽度なもの
が中心で，障害のある人の特性に合わせて作業内
容が調整されていると考えられる。

⑨-1 働く上で工夫していること（表 10）
最も多く挙げられた工夫は，作業内容の調整

（14.1％）と働く人同士の関係調整（11.4％）であ
る。これは，作業面だけでなく，人間関係を円滑
にすることが重要視されていることを示してい
る。また，その他では，就労先の協力，工賃向上，
きめ細かい指導・表示・掲示の工夫が記載されて
いた。

⑨-2 特に効果が大きいと感じる工夫（表 11）

9-1 のうち，特に効果が大きいと感じるものと
して，作業内容の調整（20.2％）と働く人同士の
関係調整（19.2％）が挙げられた。この結果は，
個人の能力や人間関係に配慮した対応が，農福連
携の成功に不可欠であることを示唆される。これ
ら⚒つに次いで，作業の切り出し（13.1％），福祉
事業所等との相談・連携（12.1％）という回答が
続いた。なお，「⚒つまで」と条件を付けたが，⚔
つ挙げた団体が⚓団体あった。集計ではこの⚓団
体の回答数も含めている。

⑩連携のあるところについて（表 12）
農家（15.7％），福祉事業所関係（15.7％），農

産物直売所（道の駅等）（14.9％），JA（12.6％）
との連携が多い。これは，農業と福祉の両方の専
門家や団体との連携が不可欠であることを示して
いる。その他（4.6％）には，近隣（県内）スーパー，
株式会社（農業関係），小クラススーパー，食品加
工業者，共同受注センター，就労振興センター，
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表 8 生産・加工・販売方法（複数回答）
⚗ 生産・加工・販売について，あてはまる番号を選んでください（いくつでも）。
⚑．自家消費のために生
産・加工

⚒．生産・販売 ⚓．加工して販売
（他事業者から生産品仕入）

⚔．生産・加工・販売 ⚕．販売のみ
（他事業者から生産品仕入）

23 54 19 37 0
17.3％ 40.6％ 14.3％ 27.8％ －

表 9 担っている作業内容（複数回答）
⚘ 障害のある方等が担っている作業（手伝いを含む）について，あてはまる番号を選んでください（いくつでも）。
⚑．耕起
作業

⚒．播種 ⚓．定植 ⚔．施肥 ⚕．畝立
て

⚖．間引
き

⚗．支柱
立て

⚘．除草 ⚙．農薬
散布

10．収穫 11．片づ
け・清掃

12．袋詰
め・計量
作業

13．家畜
の世話

34 51 55 50 35 42 38 57 24 63 67 62 16
5.7％ 8.6％ 9.3％ 8.4％ 5.9％ 7.1％ 6.4％ 9.6％ 4.0％ 10.6％ 11.3％ 10.4％ 2.7％

表 10 農福連携の工夫（複数回答）
9-1 障害のある方等が働く上で工夫していることについて，あてはまるものを選んでください（いくつでも）。
⚑．
仲介者

⚒．
中間支援

⚓．
関係調整

⚔．
相談・
連携

⚕．
体験

⚖．
作業切
り出し

⚗．
作 業 マ
ニュアル

⚘．
面談等

⚙．
働く時
間

10．
作業内
容

11．
作業用
具

12．
休憩

13．
賃金減
額

14．
補助金

15．
その他

13 8 46 34 23 40 39 39 33 57 17 32 1 19 3
3.2％ 2.0％ 11.4％ 8.4％ 5.7％ 9.9％ 9.7％ 9.7％ 8.2％ 14.1％ 4.2％ 7.9％ 0.2％ 4.7％ 0.7％

表 11 特に効果が大きいと感じる工夫（⚒つまで）
9-2 9-1 の選択肢のうち，特に効果が大きいと感じるものを 2つまで選んでください。
⚑．
仲介者

⚒．
中間支援

⚓．
関係調整

⚔．
相談・
連携

⚕．
体験

⚖．
作業切
り出し

⚗．
作 業 マ
ニュアル

⚘．
面談等

⚙．
働く時
間

10．
作業内
容

11．
作業用
具

12．
休憩

13．
賃金減
額

14．
補助金

15．
その他

6 2 19 12 3 13 4 9 4 20 1 2 0 4 0
6.1％ 2.0％ 19.2％ 12.1％ 3.0％ 13.1％ 4.0％ 9.1％ 4.0％ 20.2％ 1.0％ 2.0％ － 4.0％ －



特別支援学校・特例子会社，商社・親会社が記載
されていた。

⑪農福連携推進に特に重要だと思うこと（表 13）
一緒に働く人たちの理解（19.4％）と販路確保・

拡大のための営業（15.2％）が特に重要だと考え
られている。次いで，生産・加工・販売工程にお
ける品質の向上（13.3％）や農福連携事業体のネッ
トワーク化（12.7％）となっている。これは，事
業の持続可能性を確保するためには，収益性だけ
でなく，関係者の理解を得ることも不可欠である
ことを示している。その他には，行政の支援，農
地法の改正・社会福祉法人の農地取得が記載され
ていた。

⑫農福連携を通じて目指していること（表 14）
最も重視されている目標は，社会参加・就労機

会の拡大（17.7％）であった。次に工賃向上（所
得保障）（15.3％），地域課題解決（14.4％）と続

き，社会貢献と経済的自立の両立を目指している
ことが読み取れる。

⑬現在の課題について（表 15）
職員の農業・福祉の知識・スキル不足（18.2％），

通年の作業確保（17.6％），働く人の工賃向上（所
得保障）・販路開拓（15.3％）が主な課題として挙
げられた。これらの課題は，人材育成，安定した
仕事量の確保，そして経済的な自立支援が，今後
の農福連携における重要なテーマであることを示
している。その他としては，都市部なので作業場
を広げたくても長期に貸し出ししてくれる土地が
ない，高齢化，連携先の少なさ，利用者の確保，
農業者の意識，商材拡大等の記述があった。

⑵ 小括
この調査結果から，農福連携が多様な主体に

よって取り組まれており，事業の実施主体は特定
の法人格に限定されないことがわかる。また，障
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表 12 連携先（複数回答）
10 現在，連携のあるところについて，あてはまる番号を選んでください（いくつでも）。
⚑．ＪＡ ⚒．農家 ⚓．食堂・

菓子店
⚔．農産物
直売所

⚕．宿泊観
光施設

⚖．仲介者 ⚗．中間支
援

⚘．福祉事
業所関係

⚙．行政機
関

10．その他 11．特に
なし

33 41 22 39 12 13 17 41 31 12 0
12.6％ 15.7％ 8.4％ 14.9％ 4.6％ 5.0％ 6.5％ 15.7％ 11.9％ 4.6％ －

表 13 農福連携推進の重要事項（⚒つまで）
11 障害者や高齢者など多様な方たちを受け入れる農福連携推進に特に重要だと思うことについて，あてはまる番号を 2つまで選ん

でください。
⚑．知識・
技術習得

⚒．働く人
たちの理解

⚓．六次化
情報

⚔．販路営
業

⚕．品質向
上

⚖．地域の
理解・協力

⚗．相談組
織

⚘．ネット
ワーク

⚙．連携 10．補助・
支援

11．その
他

17 32 5 25 22 14 10 8 21 9 2
10.3％ 19.4％ 3.0％ 15.2％ 13.3％ 8.5％ 6.1％ 4.8％ 12.7％ 5.5％ 1.2％

表 14 農福連携の目指すこと（複数回答）
12 農福連携を通じて目指していることについて，あてはまる番号を選んでください（いくつでも）。
⚑．社会参加
拡大

⚒．所得保障 ⚓．スキル向
上

⚔．癒し効果 ⚕．食料自給 ⚖．安心安
全な食提供

⚗．付加価
値高める

⚘．地域の
理解促進

⚙．地域課
題解決

10．その他

58 50 33 21 11 27 36 43 47 1
17.7％ 15.3％ 10.1％ 6.4％ 3.4％ 8.3％ 11.0％ 13.1％ 14.4％ 0.3％

表 15 農福連携の現在の課題（⚓つまで）
13 農福連携の現在の課題について，あてはまる番号を 3つまで選んでください。
⚑．所得保障 ⚒．職員の

知識・スキ
ル不足

⚓．通年の
作業確保

⚔．販路開拓 ⚕．相談先
わからない

⚖．適性見
極め

⚗．関係調整 ⚘．同業者と
の情報交換

⚙．その他 10．特になし

27 32 31 27 3 15 19 9 12 1
15.3％ 18.2％ 17.6％ 15.3％ 1.7％ 8.5％ 10.8％ 5.1％ 6.8％ 0.6％



害のある人の就労支援が中心であるが，様々な福
祉サービスが提供されている。さらに，農福連携
の取り組み方や連携先も多様であり，障害等のあ
る人々が担う作業も幅広い。これらの結果から，
農福連携が多様なニーズに対応できる柔軟な体制
を持っていることが示唆される。
一方で，職員の知識・スキル不足や通年の作業

確保，工賃向上等の課題も明らかになっている。
農作業だけでも一年の計画を立てて取り組んでい
くには，農業の素人である福祉サービス事業所に
は至難の業であり，また，作業指示を行う場合も
職員自らが内容を理解し，従事する障害者等にわ
かりやすく伝える必要もある。とりわけ，農福連
携は冬期間に農作業を行うことができない地域の
場合，それに代わる作業の確保も求められる。

⚕．まとめと考察

本稿は，農福連携の実践の変遷と現在の取り組
みについて全国調査を実施した結果について考察
するものである。農業と福祉が連携する「農福連
携」は，当初は障害者の就労支援と農業の担い手
不足解消を目的として始まった。現在はその対象
や活動範囲が広がっており，高齢者やひきこもり
の状態にある人等，就労に困難を抱える多様な
人々が関わるようになり，水産業や林業等農業以
外の分野にも活動が拡大している。
また，農福連携は「地域共生社会」の実現に向

けた政策的な後押しも受けている。農福連携の取
り組みは，その歴史を第一世代（1960～1980 年代）
から第四世代（2020 年代～）に分類できる。第一
世代（1960～1980 年代）は，福祉施設が中心とな
り，施設外での作業や施設内の農地での活動が主
流であった。続く，第二世代（1990～2000 年代）
は農家が障害者を直接雇用する「ユニバーサル農
業」や，特例子会社による活動が登場した。さら
に，第三世代（2010～2020 年代）になると，高齢
者や生活困窮者，ひきこもり等，多様な人々が参
加するようになった。そして，第四世代（2020 年
代～）になると，企業が農園を運営して障害者を

雇用する「農園型障害者雇用」の問題が提起され
る一方，林業や水産業等，農業以外の分野にも就
労の場が広がっている。
本稿では，農福連携の可能性を明らかにするた

めに，障害等がある人が複数参加している事業所
を対象としたアンケート調査を実施した。調査結
果からは以下の点が明らかになった。実施主体に
ついては，社会福祉法人と株式会社・有限会社が
全体の約⚓分の⚒を占めており，特定の法人格に
限定されず多様な主体が取り組んでいることがわ
かる。参加者は，知的障害者，精神障害者，発達
障害者，身体障害者が主な担い手で，これらの⚔
つの障害を持つ人々が⚗割以上を占めている。回
答事業所の 81.4％が複数の障害等を持つ人々を
継続的に受け入れていると回答しており，多様な
ニーズに対応できる体制が進んでいることが示唆
される。取り組み内容としては，回答者の 40.6％
が「生産し販売している」と答え，27.8％が「生
産し加工して販売している」と回答しており，付
加価値をつけて販売する取り組みも広く行われて
いる。そして，課題については，職員の農業や福
祉に関する知識・スキル不足，通年での作業確保，
そして働く人の工賃向上等が主な課題として挙げ
られている。単純集計の結果では，障害等のある
人が複数関わっている農福連携の取り組みは⚘割
を超えていたが，内容等は従来，取り組まれてき
た障害福祉サービス事業所を中心としたそれと大
きな違いが認められなかった。畠山・大原・杉岡
（2023）の調査結果と比較してみても，2024 年度
の障害福祉サービス報酬改定により，就労継続支
援 B 型事業所の平均工賃月額の算定方法が見直
された6)ことに伴い，平均工賃は上昇していると
ころに違いが見られるが，その特徴に変化が見ら
れる項目は少なかった。
今回の調査結果から，農福連携の「ユニバーサ

ル化」は単に対象者を広げるという段階に留まっ
ており，真の意味で多様なニーズに対応した実践
内容の深化には至っていない。今回は単純集計の
結果の分析のみであるが，今後は，「ユニバーサル
化」の現状と，政策的に目指されている「ユニバー
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サル農園」のような理念との間に存在するギャッ
プを埋める考察が求められる。具体的には，実施
主体や取り組み内容といった要因が「ユニバーサ
ル」な実践の質にどのような影響を与えるのかを，
本アンケート調査のクロス集計や調査事例分析を
通じて，明らかにしていくことを予定している。
ところで，農福連携においては，「ユニバーサル

農業」や「ユニバーサル農園」のように「ユニバー
サル」の語が用いられる実践が見られることが特
徴的である。社会福祉の分野では，「ノーマライ
ゼーション」（障害のある人の生活をノーマルに
する）から「ユニバーサルデザイン」（誰にでも使
いやすい）へと理念が移り変わる中で，ユニバー
サルデザインの⚗原則7)（ロナルド・メイス）から
考えると，「ユニバーサルな農福連携」とは，単な
る「居場所」や「交流」の場ではなく，誰もが公
平に利用でき，関わる人の特性に合わせた農作業
の見直しや，安全性の確保，心身の負担軽減といっ
た配慮を包含するものである。例えば，農作業の
平準化やマニュアル化は，使い方が簡単で，すぐ
わかることということである。また，レイズド
ベッド（高床式栽培）の活用は，無理な姿勢をと
ることなく，少ない力でも楽に使用できることに
つながる。
このように，ユニバーサルな農福連携とは，個

人のニーズに合わせて多様な働き方や居場所を提
供し，地域社会における自立生活を支援するとい
う，これまでの社会福祉実践の視点に立つことで
誰もが関わることができること，また，制度を根
拠とする実践・しない実践であっても参加者への
報酬の適正化を前提とすることが求められる。

付記

本稿は，JSPS 科研費 23K01854 の研究成果の一
部である。この度のアンケート調査および訪問事
例調査にご協力いただいた事業所の皆さまにお礼
申し上げます。アンケートの設計・集計・分析に
ついて，ご多忙のなか大原教授には特段の協力を
いただきました。

注
⚑）彼らと共同研究を行っている義平大樹（酪農学
園大学）はこれを踏まえて，福祉完結型（福祉事
業所主体型），直接就労型（農業主体型），農福連
携型（通い型・持込み型），企業主体型，園芸療法
型と名称化している。

⚒）北海道恵庭市では 2016 年に行政が事務局を担
い，農業者や福祉事業者がメンバーとなり「恵庭
市農福連携による障がい者等就労促進ネット
ワーク」（通称：恵庭市農福連携ネットワーク）
を組織している。その中で「農福連携成功事例
集」として，年度ごとに追加・改訂を重ね，農作
業を細かく分解し，それぞれの作業に適した障
害者の能力や特性，必要な道具，作業手順を写真
説明付きでまとめている。恵庭市の「農福連携
成功事例集」は，これまで農福連携に踏み出せな
かった農業者や福祉事業者が農作業を具体的に
イメージできるようになること，新規参入者の
マッチング支援促進，福祉事業所側の安定した
仕事の確保や利用者の工賃向上に貢献している
（直江・義平・小泉 2023；畠山・大原・杉岡 2024）。

⚓）宮城県松島町の一般社団法人松島のかぜでは，
2011 年の東日本大震災以降，地域の障害者の就
労支援（就労継続支援A型）として，米作りのほ
か牡蠣の養殖作業に従事している。

⚔）先行するアンケート調査として，2021 年 11 月に
北海道内の就労継続支援A型および B型事業所
（93 事業所）を対象とした実態調査を実施してい
る。

⚕）農福連携技術支援者とは，農業者，障害福祉サー
ビス事業所職員，障害者本人に対し，農福連携の
実践方法をアドバイスする人材である。毎年，
全国・都道府県単位で研修が行われており，農業
者，農協の農福連携担当職員や障害福祉サービ
ス事業所職員が受講している。

⚖）延べ利用者数ではなく，⚑日あたりの平均利用
者数を用いて平均工賃を算出する方法に変更さ
れた。

⚗）ユニバーサル（デザイン）は，ロナルド・メイス
が「高齢者，障害者，妊婦，子ども等全ての人に
利用可能で有用となるようにデザインすること」
とし，ユニバーサルデザインの⚗原則（①誰にで
も公平に利用できること，②使う上で自由度が
高いこと，③使い方が簡単で，すぐわかること，
④必要な情報がすぐ理解できること，⑤うっか
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りミスや危険につながらないデザインであるこ
と，⑥無理な姿勢をとることなく，少ない力でも
楽に使用できること，⑦アクセスしやすいスペー
スと大きさを確保すること）とした。盛山（2020）
によると，ユニバーサルデザインは特殊ではな
く，差別なく誰にでも使えるものとされている。
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Building of Supportive and Tiered Employment System via
Agriculture-Welfare Collaboration

HATAKEYAMA Akiko OHARA Masaaki SUGIOKA Naoto

Abstract

This study examines the potential of agricultural-welfare collaboration (refers to initiatives
that integrate agricultural activities with social welfare services, particularly to support
individuals facing employment difficulties, such as persons with disabilities and the elderly) as a
symbiotic employment support system, based on an analysis of the results of a mail survey
conducted with organizations engaged in multilayered practices ranging from providingʠplaces
of belonging and interactionʡto offeringʠemployment support.ʡAgriculture-welfare collabora-
tion is an initiative that accommodates diverse individuals facing employment difficulties—such
as persons with disabilities, older adults, and socially withdrawn individuals—through
engagement in agriculture.

The survey results revealed that, while these collaborations are carried out by a wide range
of actors and have developed not only as employment support but also as various welfare
services, they also face challenges such as insufficient staff knowledge and skills, securing year-
round work, and improving wages. Agriculture-welfare collaboration aspires to provide diverse
forms of work and places of belonging, thereby supporting independent living within
communities.

Moving forward, it will be necessary to develop employment support systems that bridge
the gap between the philosophy ofʠuniversal farmsʡand the realities of practice on the ground.

Keywords: Agriculture-Welfare Collaboration, Employment Support, Community-based
Inclusive Society, Comprehensive Support System
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